
大津市上田上小学校「父母と教師の会 」(ＰＴＡ)会則 

［第１章］ 各称及び事務局 

  第１条 

この会は、上田上小学校「父母（保護者）〔以下、総称して父母という〕と教 

師の会」（ＰＴＡ）〔以下、本会という〕と称し、事務局を上田上小学校に置く。 

［第２章］ 目的と事業 

第２条 （目的） 

      本会は、上田上小学校の児童の福祉の増進と教育の充実を図るとともに、父 

母と教職員が協力して、学校教育の振興を図る。 

      また、家庭および社会の生活環境の向上に努めるとともに、会員相互の教養 

を高めることを目的とする。 

   第３条 （事業） 

      本会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

      １  児童のための福祉事業を遂行する。 

      ２  家庭と学校が密接に連携する活動を行う。 

      ３  児童の健全育成のための活動を行う。 

      ４  会員相互の親睦を深め、教養を高めるための活動を行う。 

      ５  その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。 

［第３章］  会員 

 第４条 

      本会の会員は、上田上小学校に在籍する児童の父母および上田上小学校に勤 

務する教職員を以って会員とする。 

  第５条 

      本会の会員は、大津市ＰＴＡ連合会、滋賀県ＰＴＡ連絡協議会、日本ＰＴＡ

全国協議会の会員となる。 

［第４章］ 役員および委員と任務 

 第６条 （役員） 

      １  会長      １名（父母） 

      ２  副会長     ２名（父母、会長補佐・次年度会長） 

                   （父母、会長補佐・庶務補佐） 

      ３  参与      上田上小学校校長をもってあてる。 

      ４  庶務      ２名（父母１名、教職員１名） 

      ５  会計      ２名（父母１名、教職員１名） 

  



 第７条 （委員） 

      本会に次の委員を置く。 

      １  町委員   各町より１名とする。ただし、運営に支障がないと判断

された場合はこの限りでない。 

                              補則 平野、牧、中野・芝原・大鳥居、新免・堂・白百

合、松が丘の５グループより１名選出する。 

      ２ 学級委員   １学年～６学年まで各学級より１名。ただし、わかば学

級については原学級に包含するものとする。 

  第８条 （役員の任務） 

      本会の役員の任務は、次のとおりとする。 

      １  会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

      ２  副会長は、会長・庶務を補佐し、会長・庶務の事故あるときは、これ

を代行する。 

      ３  参与は、各会議に出席し、意見を述べることができる。 

      ４  庶務は、会議の記録ならびに会の運営に伴う事務を処理する。 

      ５  会計は、本会の会計事務を処理する。 

      ６  上記任務の執行にあたり、会長の任命により職務代理者を定めること

ができる。 

  第９条 （委員の任務） 

      本会の委員の任務は、次のとおりとする。 

      １  町委員は、各町における会員相互の密接な連携を図るとともに、各地

域における懇談会等を必要に応じて開催し、地域の父母の子育てに関

する情報交換や研修等を行い教育の向上に努める。 

         また、本会および本会内常設部会と連携を保ち円滑な運営に協力する。 

      ２  学級委員は、各学級の会員相互の連携を図り、学級担任と密接な連絡

のもとに、学級懇談会などを必要に応じて開催し、学級の父母の子育

てに関する情報交換や研修を行い、教育の向上に努める。 

         また、本会および本会内常設部会と連携を保ち円滑な運営に協力する。 

［第５章］ 役員および委員の選出 

  第１０条（役員の選出） 

         本会の会長、副会長、庶務（教職員代表は除く）、会計（教職員代表は

除く）は、毎年２月の役員候補者推薦委員会で推薦により選出される。 

  第１１条（役員候補者推薦委員会） 

         役員候補者推薦委員会は、別に細則で定める。 

 

 



  第１２条（委員の選出） 

         町委員、学級委員の選出は、毎年、年度当初に役員、各町、各学級の

推薦により選出する。 

  第１３条（兼務） 

      １  会長以下の役員、町委員、学級委員は、兼務して選出することはでき

ない。 

      ２  夫婦を同時に、会長以下の役員および町委員、学級委員に選出するこ

とはできない。 

  第１４条（任期） 

      １  会長以下の役員、町委員、学級委員の任期は１か年とし、再選を妨げ

ない。 

      ２  削除  平成２４年５月１６日施行 

［第６章］ 選挙管理委員会   削除  平成１９年５月１８日施行 

  第１５条   削除  平成１９年５月１８日施行 

  第１６条   削除  平成１９年５月１８日施行 

  第１７条   削除  平成１９年５月１８日施行   

［第７章］ 常設部の設置 

  第１８条 

      １  本会の事業および会の運営を円滑にするため、常設部を設置し、会の

目的達成に必要な事業の企画、運営にあたる。 

      ２  常設部に関する必要な事項は、細則で定める。 

［第８章］ 会 議 

  第１９条（会議） 

      本会の会議は、総会、委員総会、常設部会、役員会とする。 

  第２０条（総会） 

      １  総会は、全会員をもって構成し、本会の最高議決機関である。 

      ２  総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が召集する。定期総会は毎年、

年度の当初に開催する。 

      ３  臨時総会は、委員総会が必要と認めたとき、または、会員の３分の１ 

以上の請求があったとき会長は招集しなければならない。                           

４  総会は会員の２分の１(委任状を含む)以上の出席で成立することとす

る。 

      ５  総会の議事は、出席者の過半数(委任状を含む)で議決する。 

      ６  総会に出席することができないときは、委任状をもって出席に代える

ことができる。 

      ７  総会の議長は会員より選出し、選出方法については、細則で定める。 



      ８  この他、総会に必要な事項は細則で定める。 

  

第２１条（委員総会） 

      １  委員総会は、町委員、学級委員および会長以下役員で構成し、総会に

次ぐ議決機関である。 

      ２  委員総会は、本会の運営に必要な事項および予算について、審議・議

決する。 

      ３  委員総会は、会長が必要と認めたとき、または、委員の４分の１以上

の請求があったとき開催する。 

      ４  委員総会は、委員の２分の１(委任状を含む)以上の出席で成立し、議事

は出席者の３分の２(委任状を含む)以上で議決する。 

      ５  委員総会の議長は、副会長が努める。 

      ６  この他、委員総会に関する必要な事項は細則で定める。 

  第２２条（役員会） 

      役員会は、会長、副会長、庶務、会計、参与で組織し、本会の運営に必要な

事項を協議する。 

［第９章］ 会計監査 

  第２３条 

      １  本会に会計監査を置き、会計の監査を行なう。 

      ２  会計監査員は委員総会において、会員中より２名を選出し、定期総会

に報告する。 

      ３  会計監査員は年１回以上会計監査し、その結果を総会に報告しなけれ

ばならない。 

      ４  会計監査員の任期は１か年とし、会長以下の役員および町委員、学級

委員が兼務することはできない。 

      ５  会計監査員の選出方法については、細則で定める。 

第２４条 

      会計監査員は、必要と認めたとき委員総会を召集することを会長に請求する

ことができる。 

［第１０章］会計 

  第２５条 

      １  本会の経費は会費、寄付金、事業収入、その他の収入を以てこれに当

てる。 

      ２  本会の役員(父母および教職員)は月４００円の会費を納入することと

する。ただし、児童が２名以上在学する場合は、２名より２５０円を

納入することとする。尚、納入は学期ごとにまとめて納入とする。（５



月納入 ４月～８月分、９月納入 ９月～１２月分 １月納入 １月～３

月分） 

  第２６条 

      本会の会計は、毎年４月１日にはじまり、翌年３月３１日に終わる。 

［第１１章］互助慶弔規定 

  第２７条 

      本会の互助慶弔規定は、別に細則で定める。 

［第１２章］細則 

  第２８条 

      本会の細則は、委員総会の議を経てこれを定める。 

［第１３章］その他 

  第２９条 

      この会則に定めるもののほか、事業の遂行およびその他に関し必要な事項は、

委員総会の議を経てこれを定める。 

  第３０条 

      本会の会則改正は総会において出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

 付  則 

      この会則は昭和２２年 ４月 １日より施行する。 

      この会則は昭和５５年 ４月２４日に改正し、施行する。 

      この会則は昭和６１年 ５月３０日に改正し、施行する。 

      この会則は昭和６２年 ４月２５日に改正し、施行する。 

      この会則は昭和６３年１１月 １日に改正し、施行する。 

      この会則は平成 元年 ４月２２日に改正し、施行する。 

      この会則は平成 ２年 ４月２１日に改正し、施行する。 

      この会則は平成 ４年 ５月１６日に改正し、施行する。 

      この会則は平成 ５年 ５月２２日に改正し、施行する。 

      この会則は平成 ９年 ５月１７日に改正し、施行する。 

      この会則は平成１２年 ４月 １日に改正し、施行する。 

            この会則は平成１２年 ５月 ６日に改正し、施行する。 

この会則は平成１６年 ５月１４日に改正し、施行する。 

      この会則は平成１７年 ５月１７日に改正し、施行する。 

 この会則は平成１７年１１月２１日に改正し、施行する。 

      この会則は平成１９年 ５月１８日に改正し、施行する。 

      この会則は平成２３年 ９月２２日に改正し、施行する。 

 この会則は平成２４年 ５月１６日に改正し、施行する。 



この会則は平成２６年 ５月１０日に改正し、施行する。 

この会則は平成２９年 ５月１７日に改正し、施行する。 

この会則は令和元年 １１月２９日に改正し、施行する。 

 


